
第３９回大津市企業局入札監視委員会会議録（要旨）  

 

 

１．開催日時  令和７年１２月３日（水） 午前１０時００分から午前１１時１０分 

２．開催場所  大津市役所新館５階２５３会議室及びＷｅｂ会議室 

３．出席者   ７名 

        委 員 ５名 井形氏、西谷氏、佐口氏、井上氏、熊澤氏 

        事務局 ２名 契約管財課長、同課主任 

 

４．内容 

 

議事 

 

（１）入札及び契約手続の運用状況等の審議 

①入札方式別発注工事総括表について 

②入札方式別発注工事一覧表について 

③事案の抽出結果について 

④抽出事案説明書について 

（２）指名停止等の運用状況一覧表について 

     

 

《事務局説明》 

・入札及び契約手続の運用状況等の審議について 

入札方式別発注工事総括表について 

入札方式別発注工事一覧表について 

 

《質疑》 

[委 員] 下水道の建設コンサルタント業務で、難易度の低い案件は受注希望型指名競争入

札で市内業者に発注するとのことですが、具体的にはどのような業務なのでしょ

うか。 

[事務局] 道路を開削し、新たに下水道の布設や布設替えを行うような工事です。 

[委 員] 低圧ガス本管布設替工事（２０９－３６）について、入札者が２者、落札率が１

００％となっていますが、このような開札結果となった理由はありますか。 

[事務局] この工事が発注される、設計金額が２，０００万円以下のガス工事のランクは、

業者数が少ないことから競争原理が働きにくいものと考えます。 

 

 



《事務局説明》 

事案の抽出結果について（熊澤委員へ抽出依頼） 

・抽出事案(1)の説明 

 柳が崎浄水場次亜設備更新改良工事（大津市柳が崎） 

〔一般競争入札〕 

 

《質疑》 

特になし 

 

 

《事務局説明》 

・抽出事案(2)の説明 

 低圧ガス本管布設替工事（２０９－２７）（大津市勧学二丁目） 

〔受注希望型指名競争入札〕 

 

《質疑》 

特になし 

 

 

《事務局説明》 

・抽出事案(3)の説明 

 ガス工事に伴う舗装復旧工事（２０９－５）（大津市大平一丁目） 

〔受注希望型指名競争入札〕 

 

《質疑》 

[委 員] 本件の落札者はくじにより決定されていますが、くじの基本的な仕組みを教えて

ください。  

[事務局] 入札書提出日時や入札者が設定したくじ入力番号、システムが自動的に附番する

乱数を所定の計算式に当てはめて、落札者を決定します。（大津市のホームペー

ジで仕組みについての公表している。） 

 

 

《事務局説明》 

・抽出事案(4)の説明 

 膳所浄水場第一電気室変圧器更新工事（大津市本丸町） 

〔随意契約〕 

 



《質疑》 

[委 員] 耐用年数を超えて機器を使用することで、浄水場の運用に問題は生じていないの

ですか。 

[事務局] 浄水場を管轄する浄水施設課で、機器の状態を把握し、適宜修繕を行いながら使

用しています。 

 

 

《事務局説明》 

・入札不調案件の一覧表について 

 

《質疑》 

[委 員] 下水道管渠調査診断業務委託（４７－１）について、再度の募集の結果落札者と

なった業者は、初回の募集時にも参加していたのでしょうか。 

[事務局] 初回の募集時にも参加していました。 

[委 員] 和邇川水管橋実施設計業務委託（１３３－２１）について発注基準を改めて再度

の募集を行ったとありますが、具体的にどのような要件を改めたのですか。また

再度の募集の結果落札者となった業者は、初回の募集時にも参加していたのでし

ょうか。 

[事務局] 配置する技術者の要件を改めました。また、落札者は初回の募集時にも参加して

いました。 

 

 

《事務局説明》 

・指名停止等の運用状況一覧表について 

 

《質疑》 

[委 員] 一度指名停止処分を受けた業者が、その後に再び問題を起こして指名停止処分を

受けることもあるのですか。 

[事務局] 繰り返し処分を受けることもあります。なお、同じ要件で一定期間内に再び処分

を受ける場合は、指名停止期間が長くなります。 

[委 員] 大津市における指名停止処分の対象となる事件について、その地域は限定されて

いるのですか。それとも、事件が起きた地域を問わず処分を行うのですか。 

[事務局] 地域は限定しておりません。 

 

 

 

 



[委員長] 全体を通して、他に意見や質問はありますか。 

     

《意見》 

特になし 

 

[委員長] 他に意見や質問がなければ、本日審議した内容について、不適切な事項はなかっ

たと認めます。 

     

 


